
行政評価委員会の意見に対する対応策

内部評価 外部評価

次回の委託契約を行う際には、単に委託契約の
内容を見直すだけではなく、委託契約の更新の
必要性についても十分に検討していただきた
い。

各法律の改正や社会情勢を踏まえながら、業務内容の
見直し、委託契約の更新の必要性等、窓口業務のサー
ビスの向上につながるよう検討していく。

プロポーザル方式による事業者募集において、
一社のみの応募となった場合、契約金額が適正
価格にならない可能性があるため、多くの事業
者が参加できるような形の事業者募集を検討し
ていただきたい。

戸籍事務など専門的な知識を必要とするため、接客や
事務に精通した人材を確保している事業者が限られて
いるが、事業者募集については、委託する業務を精査
するなど、多くの事業者が参加できるよう検討していく。

社会情勢が大きく変容する昨今の状況を鑑み、
次回の委託契約を行う際には、長期的なビジョ
ンをもって、時代の流れを先取りした契約内容と
なるようにしていただきたい。また、今後、様々な
技術が生まれる可能性があり、受付業務に新技
術が導入できるよう、契約期間中であっても契約
内容を柔軟に見直しできるようにしていただきた
い。

今後も各法律の改正や社会情勢が刻々と変化していく
ことから、長期契約は困難と考えている。業務内容につ
いては、現在も委託業者と随時話し合いを行いながら業
務を遂行しており、委託内容に関して大きな変化が生じ
るのであれば契約内容の変更を行うこととしている。

災害ボランティアセンターのメンバーになるメリッ
トが設けることにより、メンバーの枠が広がる工
夫を検討していただきたい。

災害ボランティアセンター連絡会の構成団体は、現在、
2004年福井豪雨の際に活動したグループが中心となっ
ている。今後は、総合防災訓練や研修会などの機会をと
らえて連絡会の存在をPRしていくことで、災害ボランティ
アセンターの活動に対する理解と賛同を広げていく。

災害の規模、内容が刻々と変わっている中で、
新しいタイプの災害が起きてくる可能性があるた
め、これまでの想定とは違ったものを積極的に
取り込んでいただき、災害ボランティアセンター
の役割の見直しに取り組んでいただきたい。

総合防災訓練の際に実施してきた図上訓練ゲームにつ
いて、新しいタイプの災害が起きることも視野に、想定内
容を見直し、更なる工夫を加えていく。

市民が参画しやすい事業となるよう、積極的に
取り組んでいただきたい。

研修会のテーマを、災害ボランティアセンターのメンバー
以外も参加したくなるようなものに設定することで、一般
市民の参画を促していく。

人権啓発活動がより充実したものになるよう、ア
ンケートの内容や活用について工夫を重ねてい
ただきたい。

アンケートに、皆さんがどのような関心を持っているのか
を尋ねる項目や多岐にわたる人権問題についての理解
度などを取り入れ、今後の事業に活用していく。

人権擁護委員だけではなく、様々な団体が人権
啓発活動に参加できるような取組みを進めてい
ただきたい。

今年度、アンケートに協力いただいた鯖江商工会議所を
はじめとして、幼児期から高齢期にわたる幅広い年代層
において、それぞれの時期に応じて他の団体等にも人
権研修への参加等を働きかけていく。

人権相談への物理的・心理的ハードルを低くす
るために、相談しやすい体制づくりを進めていた
だきたい。

市民相談課にて、日常的に受けている困りごとの相談
は内容的に人権に絡むことが多いので、人権相談の周
知を継続すると共に、市内各地区にいる人権擁護委員
の周知や困りごとの相談を受けていることを周知するな
ど、相談しやすい環境を整えていく。

人権カルタなどの人権啓発を通して、引き続き、
発達障害の方への配慮が良いものになるよう工
夫を重ねていただきたい。

幼少期から、みんなに個性があり違いがあることを学ん
でもらい、苦手なことがある友達を理解して思いやりの
心を持てるように引き続き啓発をしていく。

空き家対策全体の中で、この事業の位置づけを
整理し、他事業との連携をもって、この事業のよ
り良い利活用を検討していただきたい。

空き家コンシェルジュ事業は、これまでも相談内容を事
前に確認し、その相談内容に応じて民間団体の専門家
が対応しているところであり、「除却」「利活用」などによ
り空き家の困りごとの解決につなげている。今後は、個
別訪問調査事業を通じて把握した空き家予備軍の所有
者等に対しても相談会の活用を促し、空き家の発生抑
止に努めていく。

ＮＰＯ法人ふくい町守ネットワークとさばえ空き
家・空き地管理協会それぞれの強みを生かし、
相乗効果を生み出していくために、お互いの情
報共有を促し、民間団体との協働を強化してい
ただきたい。

市と相談を担当する民間団体とが定期的に意見交換会
を実施し、それぞれが受けた相談内容についての情報
共有を図るとともに、市と２つの民間団体との連携をさら
に強化し、空き家の適正管理や利活用、相続などの
様々な問題解決に向けて相談体制の充実を図る。
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災害ボランティ
アセンター連絡
会支援事業

人権啓発事業

窓口業務民間
委託

空き家解消のためには、相
続関係や利活用可能な空
き家かどうかなど所有者が
抱える諸問題を解決する必
要があることから、専門的
な知識を有する民間団体へ
の相談できる機会を設ける
ため、定期的な空き家無料
相談会を開催する。

災害ボランティアセンターの
活動の中核を担うリーダー
となるスタッフを養成するた
めに、連絡会での必要な研
修支援を行う。事業は鯖江
市社会福祉協議会への委
託により実施する。

人権擁護委員との連携のも
と、小学校や幼稚園等で思
いやりの心の大切さやいじ
めをテーマとした人権教
室、「人権の花運動」の実施
や小学生人権ﾎﾟｽﾀｰ展を開
催する。また、一般市民に
対しては、地域において研
修会を開催したり、広報紙
や啓発物を用いて人権尊
重の啓発を行う。
庁内に設置してある鯖江市
人権・同和教育推進会議を
運営する。

民間事業者に取り扱わせる
ことができる窓口業務のう
ち、市民窓口課が所管して
いる業務を民間事業者に委
託し、窓口業務に従事して
いる職員を正規職員のニー
ズが高い子育て支援や福
祉部門に適正に配置し、業
務改革・改善を行うことで、
市役所全体としてサービス
向上を図る。
民間業務受託者は、判断行
為は許されていないため、
市職員が常に審査・判断す
る。
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